
１．はじめに 
１− １．研究背景 
	 近年、住宅系市街地では、行政の有する人材や施設等

の資源が限られているなかで、いかにして多様化・高度

化する地域の住民ニーズや活動を受け止める場づくりを

行い、コミュニティを醸成していくかということが課題

となっている。一方、人口減少や少子高齢化を背景とし

て、市街地には空き家が増加し、その活用方法が模索さ

れており、また「住み開き」と呼ばれる居住者発意で住

宅の一部を地域に開放する取組み注 1）が注目され広がり

を見せている。そこで、地域の住民ニーズや活動を受け

止める場として、住宅等の私有空間を活かしたコミュニ

ティスペース（以下、CS）注 2）が期待されている。 
	 2004 年、財団法人世田谷トラストまちづくり（以下、

財団）により「地域共生のいえづくり支援事業」制度が

創設された。これは、住民主体による住宅等の私有空間

を活用した CS としての「地域共生のいえ」注 3）づくりを

支援する制度である。この仕組みは、地域共生のいえ立 
 
 

ち上げから開設までの「立ち上げ支援」と開設後の「運

営支援」に分かれている。前者は、地域共生のいえの開

設に向けた、専門家派遣による技術的支援が中心である。

後者は、広報支援と専門家派遣による技術的支援が中心

である。開設前から開設後まで継続的に関わり、技術的

支援を行う仕組みとして先進的である。 
	 制度創設から約 10 年経ち、2015 年 6 月現在、17 件

の地域共生のいえが存在する。住民主体による私有空間

の活用は、行政主体による公有空間の取組みと比べ、柔

軟性・許容性に富んでいる一方で、空間面や運営技術や

財政等の面で不安定性でもあり、継続する上で様々な課

題が出てきていると考えられる。 
１− ２．研究目的と方法 
	 以上より、本研究では世田谷区の「地域共生のいえ」

制度創設後 5 年以内（2004〜2008 年）に開設された 6
件を事例として実態を分析し、住民主体による住宅を活

用した CS を継続する上での課題について考察すること

を目的とする。分析にあたって、地域共生のいえ 6 件が、 
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のような「 」のもとで、「空間」と「運営」の仕組

みを え、その として「 用」を のように して

いるのか、特に開設後の主な 化と 、CS として継

続するための課題に 目する。 
	 研究の方法・ 成としては、 財団 者 の

注 ）をもとに、地域共生のいえの継続を支える

仕組みとしての「地域共生のいえづくり支援事業」制度

の運営支援の仕組みについて する。 地域共生のい

え 件の運営主体 の 注 ）と関 資

注 ）をもとに、「 」・「空間」・「運営」・「 用」の実

態を し、開設後の主な 化と 、CS として継続

するための課題に 目して分析する。 以上を まえ、

住民主体による住宅を活用した CS を継続する上での課

題について考察する。 
１− ． 研究 
	 近年、 的に CS が増えている。多様な 態で設立、

運営されている CS を取り上げ、 実態 注 ）、場の

スや運営実態注 ）、地域 トワー 注 ）、

用実態注 1 ）等が行われている。一方、住民主体で住宅等

の私有空間を活かした については、取組みの継続にあ

たって不安定な部分が大きいが、関 研究は い。	 

	 また、 制度に関する研究は、制度創設 期の制度運

用と開設事例の実態を分析したもの注 11）がある。	 

 
２．地域共生のいえ に る の

 
	 運営支援の仕組みは、制度創設 は かったが、地

域共生のいえ開設後に様々な課題が出てきたことから創

設された。大きく「広報支援」と「専門家派遣」の つ

に分けられる。「広報支援」は以下の 4 つである。 
報発 ：財団 HP や地域共生のいえの取組みを え

る財団広報 （2014 年度創 、2 /年） の 。 
広報 の ： 地域共生のいえに、 内用・

部設 用の ラ ースの 。 
運営 者の発 ：「地域共生のいえ ー」と題

して、主に区民を に年に 2 度実施。地域共生の

いえの 発と ー ーの発 の か、運営

者の発 という いもある。 
有者や運営 者 士の の 創出： 有者と

運営 者とが まり意見 ・ 報共有する場。「 ー

ーズ ラス 」と呼ばれ、年 1 度開 。地域

共生のいえは、 有者が一人で活動を進めてしまう場

が多いことから、 の事例を学 、 を広げてもらう

ために設 された。 
	 「専門家派遣」は、財団による となっており、

これまで 実 は く 2 のみである。また、 地域

共生のいえから があれば、財団の が 地域共生

のいえの に ることは である。 
 
．地域共生のいえの  

	 制度創設後 5 年以内（2004〜2008 年）に開設された

6 件の を 1 に す。「 」・「空間」・「運営」・「

用」の実態について、特に開設後の主な 化と 、課

題に 目して する。6 件の空間については 1 に、

運営体制は 2 に、運営と 用の実態については 2 に

まとめて した。 
	 1	 の 	 
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− １． と 	 

− １− １． 	 

	 COS ちと なを運営するにあたって、 有者であり運

営主体でもある A （70 、 性）の いは わって

いない。地域の高齢者・子 も等、様々な人の らしに

立つ場・ に できる場をつくることである。 
− １− ２． 	 

	 開設後、内部空間の設えに 化はない。 部空間には、

COSちと なに 居するNPO 法人 コ の発 で、

区の 「地域の支えあい活動助成」を受け

て、2007 年に を設 した。 
− １− ． 	 

運営体制：開設 から 化はなく、運営主体は 有者

である 人であるが、 か課題があった に、

と 居 団体で しあう体制はできている。	 

運営 ： の は、 居 団体から支 われる

（ 団体 1 につき 1 月、 は ち り）で

ある。支出は、 定資 等の と である。	 

活動の ： と財団の広報 があるが、前者は

度が少ない。	 
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り課題となっている。見 り は年 3000 であ

るが、この場を りる に一 よりも安く りられる。

運営方法は、月 の運営 で 報の共有と活動の

が行われる か、コ ーでのコ 、場 に

よっては の トで ト ー をつ

くり を行っている。また、主たる 用者である

子 て の ーや、研究や財団の ー 等

で関わる大学生も 年 3-5 人 度おり、 ト 実

施等の面で運営 をしている。 
運営 ： は、見 り の年 、場 しの

用 、開設後 年 している助成 、運営主体主

の活動 加 、 察 注 1 ）である。支出は、 定資

等の と である。2012 年 から 場

の 用が増え、資 面に 々に がでてきたものの、

有者の は大きく、 用を 大してできる け 減

したいという意向がある。 
活動の ：見 り には や web の専門技

術を有する ーがおり、財団の広報 の の

か、「 さんのいえしん ん」（年 2 ）、 ラ （ 月）、

HP、Facebook を て、 的に広報を行っている。 
地域団体と した取組み： 有者 C は、 地

域に住んでいるため、もともと 地域とのつながりは

かったが、活動を 開し、 主 の トに 加

したり、 に ラ を いてもらう等、 的に地

域 きかけていくなかで、地域団体と が生まれて

いる。例えば、 の トの の子 もたちの

先等として 用されている。また、 子 を 用し

た 学生が にそれを いたことをきっかけとして、

学 の先生が 、 の活動や ーを ってもら

う を た。その後は、 の ーが 学 の

学 の 業で、 や の として かれたり

（2010 年より）、C は学 運営 注 15）の にな

る等、 を めている。	 

− − ． 用	 

運営主体による活動：開設 期から続けている活動と

して「開いてる ー 」がある（ ）。 でも 用

できる の場であるが、実態としては 子 れが多い。

多い で 20 組 度の 用がある。その 、 たに ま

ったものとして以下が げられる。 
・ 子 （ ）：C の発 で、実家が 子

った見 り 等が して 2010 年より開 。 
・「 」（月 ）： でも 加できる ち りの

事 。運営 は活動の報 ・ のみになってしまう

ため、見 り の を めるため、 でも に 加

できる場として C が発 して開 。 
・「 ー ラ 」（ 1 ）： 用者の増加を いに、

見 り の発 で、2015 年に開 。 の 意分 を

活かして を めている。 、 、 、

の ラ がある。 加者は 5 度である。 
	 その 、不定期で トを開 している。東 本大

の 地の CS との ト等もしている。 
場 し：1000 / 間で場 しをし、地域住民の

活動の場として 用されている。定期的に行われている

活動としては、 教 （ ）がある。 は、子

て ー が 的に場を 用し、活動してい

たが、中心を っていた住民が体 を し、その後主体

的に活動を う住民が現れ 、 している。 
− ． ニ ース	 

− − １． 	 

	 ・ニワースを運営するにあたって、 有者であ

り運営主体である D （70 、 性）と の いは開

設 から わってない。本を て人と する場、

を する場、また様々な人の人生経 から を学

う場をつくることである。 
− − ２． 	 

	 内部の設えは わっていない。一方、D の 子が

ー ト 本 を めたが、地域共生のいえの

を 分に していないために、場の中心である大 は

子の仕 れた本で め くされてしまっている。 部

には を設 した。これは SAN でまちづくり

ドに し、 た助成 で設 したものである。 
− − ． 	 

運営体制： D で行っている。 
運営 ：後 の「 学 」を行っていた は、そ

の 加 を としていたが、 近は実施していないた

め、 はない。 
活動の ：財団の広報 のみである。 
地域団体と した取組み：前 の地域のまちづくり

活動 の トワー 組 である （せたがや地

域共生 トワー  - ・経 ・ -）の立ち上げよ

り 加し、 から 報 ・共有と、年に 1、2 の

トに している。	 

− − ． 用	 

運営主体による活動： 的には D はこの空間

で ー ト 本 を営んでいるが、開設 は、

定期的に「 学 」と題して、大 を み、本や人
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生経 を して する場を設けていた。しかし、D
の体 不 、 の や D の仕事、さらに内

部空間が本で め くされてしまっているという制約か

ら、 は わらないが活動はできていない。 
− ． 田 い 	 

− − １． 	 

	 有者の であり運営主体の E （50 、 性）の

いは開設 から わってない。 から人々が

する場 ったという から、様々な人が する

場をつくりたいということである。た し、地域共生の

いえを止めてからは、地域 との に を れている。 
− − ２． 	 

	 内部の設えは 化ない。 部空間の 化は、 から

スしやすいようにテラスや に を り

を えたことである。 
− − ． 	 

運営体制： 組 化されておら 、E 人である。た

し、運営を支える ー ーが 4 人おり、

住宅居住者 2 、近 住民 2 である。その 、地域

ながらも、支援 ーが 2 いる。 
運営 ： として、2014 年度に めてまちづくり

ド助成 を た。また、活動 加 がある。支出と

しては、 定資 等の と がある。 
活動の ： ラ の のみである。 

地域団体と した取組み：後 するように、一部の

の経 から、意 的に していない。	 

− − ． 用	 

運営主体の活動：2007 年に地域共生のいえとしての活

動を めた。しかし、 制度について していない一

部の地域住民が い を したこと、また の

で E が体 を してしまったこと、E が ったより

も 用 が増えなかったことを に、活動を続けられ

なくなり、地域共生のいえの活動を めた。その後、

人から し出があり、学 として 4 年間 し出した（

2 ）。しかし、子 もたちの ーの 題で、 住宅

の居住者に がかかる れがあったため、4 年後には

をしなかった。その後、E の体 も したこと

から、2013 年より「 ラ 」として、 3 、

が み を し する活動を めている。 用者

は 5 / 度である。 
場 し： ラ 以 の は、2 間で 500
、 教 等の場として場 しをしている。 
− ． の 	 

− − １． 	 

	 有者は、地域の子 もたちに 分の家を 立てた

いという いがあった。2012 年 3 月に し、現在の

有者である 子 F に 地・ は 続されたが、

有 が を しており、そこに の家の継続
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について されていたため、 有者 き後も、

の家として場が継続された。場の継続にあたっては、特

に 題は く、 有 の 後 で、場が 開され

たことから、F も一定の はあると われる。また、

F は、 方の 地域に住んでいる。運営主体である

NPO 法人 amigo（以下、amigo）は、地域で子 てする

場、ということを大 にしている。 
− − ２． 	 

	 現 で内部空間は 化ないが、 用期間を現 有者

と 意していないため、継続性の面で課題がある。 部

空間については、 続 に の一部が され、 の面

の 分以下になり、 部分には の家が され

た。 は くなったが、2 の住宅の 者は の家

の 用者で、この場の活動を しているため、活動を

制限することはない。また、 された の部分に え

られていた は されたが、amigo がお いし、

有者との い出の である、 の け した。 
− − ． 	 

運営体制：区から事業を受 する に法人 を めら

れなかったため、任意団体で活動を続けてきたが、事業

が 大したことで一定の法人化は と 、 2014 年

5 月に NPO 法人 を取 した。9 人のス と 士

2 人であり、活動 は 2、3 人のス が する。ま

た、現在のス のうち約 分は 用者である。 
運営 ： 用が 3 から 5 に増えたため、地域

子 て支援 事業の も 400 から 600 /年
に増 した。 の 9 を で っているため、

amigo としては継続面で課題があると している。ま

た、一 かり事業の 用 である。支出は、その大部

分が人件 である。また、 5 用となったことで、

家 も 5 /月から 7 /月となった。 
活動の ：財団の広報 、区のおでかけ ばの広

報 の か、HP や FB を って 的に広報をし

ている。 
地域団体と した取組み： や 等

の地域団体の トに 加をしている。 
− − ． 用	 

運営主体の活動：区から地域子 て支援 事業を受

し、 学の子と を とした の場「おでかけ

ば」に取り組んでいる。2014 年度からは、子 て

の 実を進める区から があり、 3 から 5 に

増えた。現在は、 からくる 子が多く、 10
組前後、月に 120 組の 用がある。また、 様に区から

があり、2014 年度から一 かり事業を めた。

3 、2〜4 間で、2 間 1500 である。 
 
．分  
− １. の  
	 件（ ちと な、 さんのいえ 、

・ニワース）の は 化なく、 地域に

を いている。また、 の家の 有者は くなった

が、現在も地域共生のいえとして活動を継続できている

ことから、現 有者も一定の があると考えられる。

運営主体の運営 も わっていない。一方、かいっち

ん家は、地域共生のいえを め、 に一部地域住民

との関 が でなかったことを に、現在は地域

の人の 用に を れている。	 

− ２. の と  
	 件（ ちと な、 、 さんのいえ 、

かいっち ん家）は、 用内容の 化や 用者の 性

向上を背景に、 内空間や 空間の設えを一部 し

ていた。た し さんのいえ は 性の が課題

となっている。	 

	 ・ニワースは、活動に して家 の を 分

に られ 、開放する空間の が本で め くされて

しまっている。 の家は、 有者が くなったもの

の、 に活動の継続について されてあったため、

現 では内部空間を継続して 用できている。一方、

続に い は一部 され、約 分になった。た し、

運営主体が現 有者等と をし、 有者との い出

の については をして することができた。	 

− . の と  
	 運営主体に 化はなく、 件（ さんのいえ ・

の家）のみ組 化されている。また、 件（ ちと

な・ ）は 用者が運営主体を支援する体制

ができている。運営 の については、運営主体の意

や財政 、 用の広がりに て があるが、 立

期において 源や に大きな 化はない。た し、

件（ さんのいえ ・ の家）については、助成

や事業 等を としているが、運営主体は継続

面で課題があると している。	 

	 活動の の方法については、財団の広報 は共 し

ており、その や 、 も活用されている。

た し、 度はそれ れ なり、 さんのいえ

と の家は、広報に 的で の 度が高い。	 

	 地域共生のいえ 件は地域団体と している。
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ちと なでは、 有者が し、 居団体が 、地域

団体と して、子 も向けの トを実現させた。

さんのいえ では、 有者は 地域に住んでおら

、 々地 はないが、 的に地域団体に きかけを

し、 を っている。活動を進める中で、 学生の

用をきっかけに、 学 との も めている。さらに、

と ・ニワースは 地域に し、

地域内の 模まちづくり を する組 を立ち上

げ、 報 や ト等をしている。	 

− . 用の  
	 としての 用について開設後の 化は大きく つ

に分けられる。ま 、COS ちと な・ ONECOIN
は、 化はなく、安定的に 用がされている と え

る。 ONECOIN は、 有者が仕事で多 になるも、

それまで 用していた住民が 立し、 有者に しな

がら、継続的に 用を続けている。 
	 に、 さんのいえ TOMO・ の家は、 用が 大

していると える。 さんのいえ TOMO では、 有者

がより 用を広げたいという いがあり、運営 ー

も主体的に取組み、 しい活動を創出している。 の

家では、区の政 の受け となり、区から事業をさらに

け うかたちで 用を 大させている。 
	 ・ニワースとかいっち ん家は、 用は し

ていると える。 者ともに、 人が運営主体であるが、

の体 や家 の が背景にある。また、前者は家

の と空間の制約も である。後者は、地域と

な関 を けなかったことが である。 
 
． とめと  

	 制度創設 に開設された地域共生のいえ 6 件のうち、

現在も継続している 5 件は の を している。

その 用はそれ れ なるが、4 件は地域の住民ニーズ

や活動を受け止める CS として していた。1 件は、

住民の定期的な 用は かったが地域団体と し

ト等をするにと まっている。 
	 後に、住民主体による住宅を活用した CS を継続す

る上での課題について考察する。 ：開設 の

をいかに受け継 か、特に 続等で 有者が わった

場 の が課題となる。 空間：空間の活用の継続の

ためには、 有者家 の が になる。 続 の

のみなら 、開放空間が 有者家 の生活空間と な

る場 は空間の い方 の家 の が である。ま

た、空間の 性の 、 用に た設えの も

められる。 運営： 有者のみでの運営は が大きく、

有者の仕事や体 等の が わった場 に、活動が

しがちになる。共に運営を う ーがいる体制

を える があり、そのことにより 用が広がる

性がある。学生の関わりも有 である。運営資 につい

ては、運営主体の意 と 支の 等によって なり、

その場に した が められる。さらに、地域と

することが であるが、その に「地域共生のいえ」

等の公的 関のお きは有 であると考えられる。	  
	 一方、 有者や運営主体に継続意向があれば、継続を

支援することが められるが、継続意向が い場 は、

「継続しない」というのも、住民主体による私有空間を

活かした取組みの一つの であるように われる。

制度としては、こうした も 定した仕組みが で

ある。 
 

注  
注 1） ワ （2012） 住み開き 、  
注 2）居場 、 の場、コミュニティ 等、様々な呼 がある。 
注 3）「地域共生のいえ」について、財団は「 ー ー らの意 により、
営 を目的としない地域の公 的なまちづくり活動の場として、地域の
を み開放性のある活用がなされている私有の のこと」と定 。 

注 4）財団 者より 2015 年 6 月に運営支援の内容と実態について
ー で を た。 

注 5） は、「COS ちと な」A ：2014 年 12 月 10 	 、「
ONECOIN」B ：2015 年 6 月 7 、「 さんのいえ TOMO」C ：
2015 年 6 月 29 ー にて（た し、 さんのいえ TOMO について
は、 者 が運営に わっており、 から C と をしたり、

察をしている。）、「 ・ニワース」D ：2014 年 12 月 8 、
「 田 かいっち ん家」E ：2015 年 2 月 1 、「 の家」
NPO 法人 amigo ：2015 年 1 月 14 。 内容は、場の ・空
間・運営・地域 ・ 用の実態について、開設後の 化とその 等。 
注 6）財団が発行している広報 や、 さんのいえ TOMO で発行して
いる広報 を 考にした。 
注 7）大分大学 科学研究 ー（2011）「コミュニティ の
実態に関する 」、がある。 
注 8） ・ ・ 有 （2007）「地域住民の居場 となる
の場の空間・運営・支援体制の  : 地域住民が主体的に設立・運営

する の場に関する研究 その 1」、 本 学 系 、No.611、
pp67-74 
注 9） 田 ・後藤 ・ （2014）「テー を
とする地域活動 トワー の 開に関する研究: 分 市 ス
ーとその関 団体が関わる地域 ト活動に 目して」、都市

、49(3)、pp 783-788 
注 10） ・ 本 ・上 （2012）「多 ニュー 高齢者支
援スペース・ の活動と 用の実態について: 多 ニュー の
高齢者支援スペースと 用者の地域生活様態に関する研究(その 1)」、
本 学 系 、No.671、pp9-19 
注 11） 智香子（2010）「財団法人世田谷トラストまちづくりにおけ
る「地域共生のいえづくり支援事業」制度の運用実態: 有者発意による
民有空間を活用した地域公共施設の に関する研究」、 本 学

系 No.650、pp873-882 と、 田 （2010）「住宅の地域開
放の 性」、東京工業大学 業 、がある。 
注 12） 地域で地域共生の ーをした に、 加者から、 在する

を することでより活動が 実するのではないかという があ
った。それを トに SAN を立ち上げた。 は 5 が 加、現在
では 9 が 加。 
注 13）まちづくりの場で活 できる人材 成を目的とした 。2007
年は さんのいえ TOMO を取り上げ、それをきっかけに継続して関わ
っている ーがいる。 
注 14） 察が増え、 する運営 ーの が増したため、 察

として 5000 度/ としている。 
注 15）世田谷区では、 者と地域の意見を学 運営に させるた
めに 2005 年より設 。 

１．はじめに	 

1.1．研究の背景 
我が国では産業社会の発展とともに、サラリーマン核

家族世帯の生活を支えるべく、公的福祉が拡充されてき

た。それは、子育てや介護などを、家族や親族に依存す

る従来システムからの脱却を目指すものであった。しか

しながら、現状の公的福祉は十分でなく、また財政逼迫

ゆえにこれ以上の拡充も期待できない状況にある。加え

て、世帯規模の縮小や所得格差の拡大、共働きの一般化

に伴い、従来の家族扶助システムに戻る事も困難である。 
そこで期待されるのが、地域や市民レベルで支え合う

共助の拡充である。子育てや老親扶養については公的サ

ービスでは担いきれない部分が大きく、NPO 法人等の

民間による独居世帯の見守り活動や子の預かり等、第三 
者同士の共助活動が普及しつつある。持続可能な住宅地

計画の視点に立てば、住宅というハード面のみでなく、

これら扶養システムを維持・循環させる事が重要であり、

これを成立させ得る要件の解明が求められている。 
	 

	 

1.2．非親族間の扶養システムと居住地の関係性が未検証	 

以上を背景として、近年、近江（1994 年）注 1）をはじ

め、その扶養システムの検証が進んでおり、各々に世帯

を構える親子等の親族間において、これが構築されてい

る事が明らかにされている。そして現在、親子間の隣居・

近居の再評価がなされ、これが成立しうる住宅地計画の

要件を明らかにする研究も発展しつつある注 2）。 

しかしその一方で、とりわけ大都市圏においては、親

や子と隣居・近居関係にない世帯が相対的に多い事も知

られている。例えば、人口集中地区で親と別居する世帯

のうち、近い方の母親との距離が 30 分以上である世帯

は、45.2%にのぼる事がわかっている 5）。しかしながら、

これら非近居世帯の扶養システムの実態や、住宅地計画

との関連性については、未だ明らかにされていない。 
1.3．本稿の目的	 

	 そこで本研究では、非近居世帯が多く利用している事

が予測される、子育てサポートの共助システムを対象と

した調査を通して下記を解明し、これに基づいて共助が 
 
 

非親族間による子育てサポートネットワークの成立要件と担い手の意識 
－牛久市ファミリー・サポート・センター事業を対象として－ 

 
The Requirements for the Establishment of the Childcare Support Network between Non-Relatives 

and the Attitudes of Supporters towards It 
- Family Support Center Service in USHIKU-City - 
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In this examination of the USIHIKU-City Family Support center the following three points were 
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5-15 minutes.  Most supporters did not consider this a burden. They also thought the best place 
for childcare was the users home. Utilizing these findings we consider the characteristics of a 
residential area where community-help could be established. 
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